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この資料は、県下水道課ホームページからダウンロードできます。 

＜ダウンロードＵＲＬ＞ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h2v/cnt/f215/p989303.html 

 

その他、県の下水道事業の情報について、次のホームページで提供しています。 

 ＜県下水道課ホームページ「神奈川県の下水道のページ」＞ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h2v/cnt/f215/ 

（主な提供情報） 

・神奈川県流域下水道の紹介 

・神奈川県内の下水道に関する情報 

 

＜流域下水道整備事務所ホームページ＞ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ws2/cnt/f5739/ 

   （主な提供情報） 

   ・事務所の仕事 

・主要事業 

・予算 決算 

 

＜公益財団法人 神奈川県下水道公社ホームページ＞ 

https://kanagawa-swf.or.jp/ 

   （主な提供情報） 

   ・下水道の維持管理 

・イベント情報（下水道ふれあいまつり、下水道作品コンクール、下水道教室） 

      

  

 



はじめに 

 

下水道は、汚水の収集・処理、雨水の排除という機能を有し、生活環境の改善や

公衆衛生の向上、浸水の防除、さらには、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質

保全を図るために欠かすことのできない施設です。 

神奈川県の下水道事業は、平成４年に全国で初めて県内全市町村が事業着手、平

成 19 年には全市町村において供用が開始されるなど、着実な整備が進められてお

り、令和４年度末において下水道処理人口普及率は 97.1％となっています。 

今後の下水道事業の推進にあたっては、人口減少等の社会情勢の変化や頻発する

豪雨、地震等の自然災害への対応、増大する下水道施設の計画的・効率的な維持管

理等の新たな課題に取り組む必要が生じています。 

また、地球環境への負荷が少ない低炭素社会への転換が求められている中、下水

道事業として循環型社会の構築に貢献することが重要となっています。 

さらに、厳しい財政状況が見込まれる中、選択と集中による社会資本整備、既存

ストックの有効活用、官民連携、公営企業会計移行による「経営状況の見える

化」、事業の持続性確保に向けた広域化・共同化といった考え方に基づき、次の世

代に引き継ぐことのできる事業の推進が求められています。 

本書は、本県の下水道事業の概要を紹介するとともに、下水道事業に対し理解と

認識をより一層深めていただくため作成したものです。下水道普及のため関係各位

に広く利用され、皆様のご参考になれば幸いです。 

神奈川県 県土整備局 河川下水道部 下水道課  

 

 



目次 

（本編） 

下水道の歴史 ............................................................................. 1 

日本の下水道 ........................................................................... 1 

本県の下水道 ........................................................................... 1 

かながわの下水道のあゆみ ............................................................... 2 

下水道の役割 ............................................................................. 6 

下水道法の目的 ......................................................................... 6 

下水道の役割 ........................................................................... 6 

下水道の種類としくみ ..................................................................... 7 

下水道の種類 ........................................................................... 7 

下水道のしくみ ......................................................................... 9 

下水道関連計画 .......................................................................... 10 

計画の位置づけ ........................................................................ 10 

下水道事業を実施する場合の手続き ...................................................... 11 

流域別下水道整備総合計画 .............................................................. 12 

神奈川県生活排水処理施設整備構想（神奈川県汚水処理事業広域化・共同化計画） ............. 13 

かながわグランドデザイン .............................................................. 17 

改定かながわ下水道２１ ................................................................ 18 

下水道事業 .............................................................................. 20 

公共下水道事業 ........................................................................ 20 

流域下水道事業 ........................................................................ 28 

相模川流域下水道事業 ................................................................. 28 

酒匂川流域下水道事業 ................................................................. 35 

下水道の維持管理 ...................................................................... 42 

下水道のポテンシャル .................................................................... 44 

下水道が有する資源・エネルギー等の利用 ................................................ 44 

下水道施設の有効利用 .................................................................. 46 

下水道事業の経営状況 .................................................................... 48 

市町村毎の経営状況 .................................................................... 48 



 

（資料編） 

下水道事業の財源 ........................................................................ 51 

財源のしくみ .......................................................................... 52 

建設財源 .............................................................................. 52 

公共下水道の計画概要 .................................................................... 54 

終末処理場の流入下水量等 ................................................................ 58 

終末処理場の流入下水量 ................................................................ 58 

発生汚泥量と汚泥処分量 ................................................................ 59 

水質環境基準 ............................................................................ 60 

排水の規制 .............................................................................. 64 

下水道の義務 .......................................................................... 64 

下水道法に基づく事業場等の排除基準 .................................................... 65 

公共用水域への排水基準 ................................................................ 66 

ダイオキシン類の排水規制 ................................................................ 68 

下水道整備五（七）箇年計画及び社会資本整備重点計画の推移 ................................. 69 

新技術の導入事例 ........................................................................ 71 

マンホールカードの発行 .................................................................. 74 

下水道事業の執行体制 .................................................................... 80 

組織、(公財)神奈川県下水道公社の概要、神奈川県内の下水道関係職員数 ..................... 80 

市町村下水道事業組織 .................................................................. 81 

国・県等機関下水道事業組織 ............................................................ 88 

 

 

 



- 1 - 

 

下水道の歴史 

日本の下水道 

日本の下水道は、明治中期にコレラが大流行して以後、人々に下水道の必要性が認識され、明

治 33 年に下水道法が制定されるのと前後し、多くの都市が下水道事業に着手しました。 

中でも、明治 14年に着工した横浜のレンガ製大下水や、明治 17年に着工した東京の神田下水

は、雨水排除に加え汚水排除も含めた本格的な下水道であり、わが国における近代下水道の先駆

となるものでした。 

しかし、その後の明治末から大正にかけては、国の施策として上水道が優先され、下水道のニ

ーズが少なかったことにより、下水道事業はなかなか進みませんでした。 

昭和に入ると、明治、大正時代に着手していた都市が続々と処理場の供用を開始し、下水道事

業は軌道に乗り始めましたが、その後の戦争により一時停滞してしまいました。 

戦後、下水道整備に比べ水資源の確保が優先されましたが、昭和 30 年代に、経済の急速な成長

と人口や産業の都市集中により、河川や海など公共用水域の水質汚濁が急速に進んだため、その

対策が急務となりました。 

このような背景から、昭和 45 年の下水道法の改正では、新たに「公共用水域の水質保全に資す

ること」が目的に加えられ、下水道の水質保全に果たすべき役割は重要となってきました。 

 その後も、時代の変化に合わせた法令の改正がなされてきたところです。主だったところで

は、平成 15 年には合流式下水道の改善対策の推進のための改正、平成 27 年には多発する浸水被

害へのハード・ソフト総動員した対応、老朽化対策による機能の持続的確保、また、再生エネル

ギーの活用促進などを図るため、水防法等と合わせて下水道法も改正されました。 

近年では、激甚化・頻発化する水災害への対応として「流域治水」の実効性を高めるために、

令和 3 年に特定都市河川浸水被害対策法や河川法等と合わせて下水道法も改正され、樋門等の操

作規則の策定を義務付け、内水ハザードマップの作成対象地域の拡大、計画降雨の事業計画位置

付けなどがなされました。 

本県の下水道 

本県の下水道は、明治初期に横浜の外国人居留区に隣接した関内、元町等に敷設したのが始ま

りと言われています。 

昭和に入り、川崎市が下水道事業に着手し、横須賀市においても海軍基地を対象にした下水道

事業を始めましたが、浸水対策が主なものでした。汚水処理を目的とした公共下水道は、戦後、

横浜市が昭和 32年に事業着手したことを皮切りに、他都市においても順次事業に着手しました。 

昭和 30 年代後半からの高度経済成長期には、人口の都市集中の影響により公共用水域の水質汚

濁が進み、人々に水質保全のための下水道の必要性が強く認識されるようになりました。 

こうした状況のなかで、本県では、県民の飲み水である相模川、酒匂川の汚濁対策と周辺地域

の生活環境の改善を図るため、昭和 44 年に相模川流域下水道事業、昭和 48 年には酒匂川流域下

水道事業に着手しました。 

また、「2000 年までに下水道をおおむね市街地に完備する」ことを目指し、下水道未着手の市

町村の解消に努めた結果、平成４年には全国で初めて県内全市町村が事業に着手することになり

ました。このように、昭和 30 年代に入って本格的に始まった本県の下水道事業は、着実に前進

し、平成 19 年３月末には全市町村が公共下水道の供用を開始し、下水道の普及が進んだ結果、令

和５年３月末には下水道処理人口普及率が 97.1%となりました。  



- 2 - 

 

かながわの下水道のあゆみ 

年 代 単 独 公 共 下 ⽔ 道 流 域 下 ⽔ 道
明治33年 
昭和 6年  ・川崎市公共下⽔道事業に着⼿

19年  ・横須賀市公共下⽔道事業に着⼿
25年  ・横浜市公共下⽔道事業に着⼿
29年  ・⼤和市公共下⽔道事業に着⼿
30年  ・藤沢市公共下⽔道事業に着⼿
33年 

 ・鎌倉市公共下⽔道事業に着⼿
34年  ・⼩⽥原市公共下⽔道事業に着⼿

  （H19 酒匂川流域下⽔道へ編⼊）
36年  ・川崎市⼊江崎環境センターが処理開始
37年  ・横浜市中部処理場が処理開始
38年  ・茅ヶ崎市公共下⽔道事業に着⼿

  （S44 相模川流域下⽔道へ編⼊）
39年  ・藤沢市辻堂浄化センターが処理開始

 ・平塚市公共下⽔道事業に着⼿
  （S44 相模川流域下⽔道に編⼊）

40年  ・横浜市南部処理場が処理開始
41年  ・逗⼦市公共下⽔道事業に着⼿

 ・横須賀市上町浄化センターが処理開始
 ・⼩⽥原市寿町終末処理場が処理開始

42年  ・相模原市公共下⽔道事業に着⼿
  （S44 相模川流域下⽔道に編⼊）

43年  ・横浜市北部第⼀処理場が処理開始
44年  ・⼤和市中部下⽔処理場が処理開始  ・相模川流域下⽔道事業に着⼿

 ・横須賀市下町浄化センターが処理開始   （平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市
  厚⽊市、伊勢原市、海⽼名市、座間市、
  綾瀬市、寒川町及び愛川町の関連11市町）
 ・厚⽊市公共下⽔道（流関）事業に着⼿

45年 

 ・相模川流域下⽔道に城⼭町が区域編⼊
  （関連12市町）

46年  ・伊勢原市公共下⽔道（流関）事業に着⼿
47年  ・鎌倉市七⾥ガ浜終末処理場が処理開始

 ・逗⼦市桜⼭終末処理場が処理開始
 ・横浜市栄第⼆処理場が処理開始
 ・横浜市港北処理場が処理開始

48年  ・箱根町公共下⽔道事業に着⼿  ・酒匂川流域下⽔道事業に着⼿
 ・川崎市加瀬環境センターが処理開始   （⼩⽥原市、秦野市、南⾜柄市、⼤井町、

  松⽥町、⼭北町、及び開成町の関連7市町）
 ・海⽼名市、座間市公共下⽔道（流関）
  事業に着⼿
 ・相模川流域下⽔道右岸処理場が処理開始
 ・（相）平塚市、厚⽊市、伊勢原市が供⽤
  開始

49年  ・湯河原町公共下⽔道事業に着⼿  ・寒川町公共下⽔道（流関）事業に着⼿
 ・秦野市公共下⽔道事業に着⼿

（旧）下⽔道法制定（法律第32号）

（新）下⽔道法制定（法律第79号）

・下⽔道法の⼀部を改正（法⽬的に「公共⽔域の⽔質の保全に資すること」を追加）
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年 代 単 独 公 共 下 ⽔ 道 流 域 下 ⽔ 道
昭和50年  ・綾瀬市、⼤井町、愛川町公共下⽔道（流関）

  事業に着⼿
51年  ・芦ノ湖周辺公共下⽔道事業に着⼿  ・⼩⽥原市公共下⽔道（流関）事業に着⼿
52年  ・横浜市緑処理場が処理開始  ・南⾜柄市、城⼭町公共下⽔道（流関）事業に

 ・綾瀬市公共下⽔道事業に着⼿   着⼿
 ・相模川流域下⽔道左岸処理場が処理開始
 ・（相）茅ヶ崎市が供⽤開始

53年  ・横浜市神奈川処理場が処理開始  ・相模川流域下⽔道⾨沢橋ポンプ場が供⽤開始
 ・伊勢原市公共下⽔道事業に着⼿  ・（相）海⽼名市、座間市が供⽤開始

54年  ・横浜市⾦沢処理場が処理開始  ・（相）相模原市が供⽤開始

55年  ・財団法⼈ 神奈川県下⽔道公社の設⽴
 ・松⽥町公共下⽔道（流関）事業に着⼿

56年  ・秦野市浄⽔管理センターが処理開始  ・開成町公共下⽔道（流関）事業に着⼿
57年  ・川崎市等々⼒環境センターが処理開始  ・酒匂川流域下⽔道左岸処理場が処理開始

 ・（酒）⼩⽥原市が供⽤開始
58年  ・横浜市⻄部処理場が処理開始  ・⼭北町公共下⽔道（流関）事業に着⼿
59年  ・横須賀市追浜浄化センターが処理開始  ・（相）寒川町が供⽤開始

 ・横浜市北部第⼆処理場が処理開始
 ・横浜市栄第⼀処理場が処理開始

60年  ・箱根町仙⽯原浄⽔センターが処理開始  ・藤沢市公共下⽔道（流関）事業に着⼿
 ・湯河原町湯河原浄化センターが処理開始  ・（相）愛川町が供⽤開始
 ・藤沢市⼤清⽔浄化センターが処理開始

61年  ・伊勢原市伊勢原終末処理場が処理開始  ・（酒）⼤井町が供⽤開始
62年  ・綾瀬市綾瀬終末処理場が処理開始  ・（相）綾瀬市が供⽤開始
63年  ・⼤和市北部下⽔処理場が処理開始

平成元年  ・川崎市⿇⽣環境センターが処理開始  ・（酒）南⾜柄市、松⽥町、開成町が供⽤開始
 ・箱根町宮城野浄化センターが処理開始  ・（相）城⼭町が供⽤開始

 ・相模川流域下⽔道に津久井町、相模湖町、
  藤野町、⼤磯町、平塚市⻄部が区域編⼊
  （関連16市町）
 ・酒匂川流域下⽔道に⼆宮町、中井町が区域編⼊
  （関連9市町）
 ・⼤磯町、⼆宮町、中井町、津久井町、相模湖
  町、藤野町公共下⽔道（流関）事業に着⼿

2年  ・清川村特定環境保全公共下⽔道事業に着⼿  ・（酒）⼭北町が供⽤開始
 ・（相）藤沢市が供⽤開始

3年  ・三浦市公共下⽔道事業に着⼿
4年  ・葉⼭町公共下⽔道事業に着⼿  ・（相）⼤磯町が供⽤開始

 ・真鶴町が広域公共下⽔道事業に着⼿

5年  ・鎌倉市⼭崎⽔質浄化センターが処理開始
6年  ・相模川流域下⽔道東豊⽥ポンプ場が供⽤開始
7年  ・相模川流域下⽔道太井ポンプ場が供⽤開始

 ・（相）津久井町が供⽤開始
8年 

・県内の全市町村が下⽔道事業に着⼿

●下⽔の処理等に伴い発⽣した汚泥等の適切な処理に関する下⽔道管理者の責務
の明確化（法第21条の2）

●下⽔道施設の有する空間の有効利⽤（法第24条）

下⽔道法の⼀部を改正
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年 代 単 独 公 共 下 ⽔ 道 流 域 下 ⽔ 道
平成9年  ・清川村清川下⽔浄化センターが処理開始  ・相模川流域下⽔道⼨沢嵐ポンプ場が供⽤開始

 ・相模川流域下⽔道千⽊良ポンプ場が供⽤開始
 ・（相）相模湖町が供⽤開始
 ・酒匂川流域下⽔道右岸処理場が処理開始

10年  ・三浦市東部浄化センターが処理開始  ・秦野市公共下⽔道（流関）事業に着⼿
 ・横須賀市⻄浄化センターが処理開始

11年  ・葉⼭町葉⼭浄化センターが処理開始  ・酒匂川流域下⽔道川匂ポンプ場が供⽤開始
 ・（酒）⼆宮町が供⽤開始
 ・（酒）中井町が供⽤開始
 ・（酒）秦野市が供⽤開始
 ・相模川流域下⽔道与瀬ポンプ場が供⽤開始

12年  ・相模川流域下⽔道吉野ポンプ場が供⽤開始
 ・（相）藤野町が供⽤開始

14年  ・（酒）⼩⽥原市との流域下⽔汚泥処理事業に
  着⼿

15年 

16年  ・（酒）⼩⽥原市との流域下⽔汚泥処理事業が
  供⽤開始

17年 

 ・相模川流域下⽔道⼾⽥ポンプ場が供⽤開始
19年  ・真鶴町真鶴中継ポンプ場が供⽤開始

 ・酒匂川流域下⽔道に箱根町湯本地区、⼩⽥原市
  ⻄部が区域編⼊（関連10市町）

24年 

●流域別下⽔道整備総合計画を定める際の建設⼤⾂の承認を廃⽌（法第2条の2）
●建設⼤⾂の⼯事に対する監督等、及び厚⽣⼤⾂⼜は建設⼤⾂の処理場の維持管

理に関する勧告を廃⽌（法第37条）
●公共下⽔道（⼀部を除く）に係る事業計画の認可、指⽰及び報告徴収権限

を都道府県知事に位置付け（法第4条、37条、39条）

下⽔道法の⼀部を改正

●公共下⽔道等の構造基準を制定（令第5条の4〜7）
●下⽔管理者が放流先の状況等を考慮して定める「計画放流⽔質」の導⼊

（令第5条の5、6条）
●合流式下⽔道における⾬天時の放流⽔の⽔質基準を設定（令第6条、12条）

下⽔道法施⾏令の⼀部を改正

●⾬⽔流域下⽔道の制度の創設（法第2条）
●流域下⽔道整備総合計画の窒素⼜はリンの削減⽬標量を定め、⾃治体間で協⼒

して⾼度処理を⾏う仕組みの創設（法第2条の2、31条の3）
●事業場における事故により、有害物質⼜は油を公共下⽔道に排出した者に対す

る措置の義務付け（法第12条の9）

下⽔道法の⼀部を改正

県内の全市町村が公共下⽔道を供⽤開始

●流域別下⽔道整備総合計画を定める際の国⼟交通⼤⾂の同意協議を協議とする
（法第2条の2）

●公共下⽔道事業計画に係る⼤⾂⼜は知事の認可を協議⼜は届出とする
（法第4条、6条、25条の3,5、42条）

●公共下⽔道及び流域下⽔道の構造の技術上の基準、終末処理場・都市下⽔路の維
持管理に関する基準は、政令で定める基準を参酌して管理者である地⽅公共団体
の条例で定めることとする（法第7条、21条、28条）

下⽔道法の⼀部を改正
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年 代 単 独 公 共 下 ⽔ 道 流 域 下 ⽔ 道
平成27年 

28年  ・⼩⽥原市寿町終末処理場が処理機能を廃⽌ ・（酒）⼩⽥原市との流域下⽔汚泥処理事業を廃⽌し、
 ⼩⽥原市⻄部の汚⽔受け⼊れを開始

30年 ・処理場の呼称を変更
 相模川流域下⽔道左岸処理場→柳島⽔再⽣センター
 相模川流域下⽔道右岸処理場→四之宮⽔再⽣センター
 酒匂川流域下⽔道左岸処理場→酒匂⽔再⽣センター
 酒匂川流域下⽔道右岸処理場→扇町⽔再⽣センター

令和2年 ・公営企業会計へ移⾏
 3年  ・横須賀市上町浄化センターが処理機能を廃⽌

  （下町浄化センターと統合）

 4年

●⾬⽔公共下⽔道制度の創設（法第2条）
●事業計画の記載事項として点検の⽅法・頻度を追加（法第5条、25条の12）
●下⽔道の維持修繕基準の創設（法第7条の2）
●災害時維持修繕協定制度の創設（法第15条の2）
●下⽔汚泥が燃料・肥料として再⽣利⽤されるよう努めることを明確化（法第21条の2）
●⺠間による下⽔熱利⽤の規制緩和（法第24条、25条の17）
●浸⽔被害対策区域制度の創設（法第25条の2〜25条の9）
●協議会制度の創設（法第31条の4）

下⽔道法の⼀部を改正

●下⽔道法の改正
・樋⾨等の操作規則の策定義務化（法７条の２）
・計画降⾬の事業計画への位置付け（法第５〜６条、２５条２４〜２５）
・⺠間による⾬⽔貯留浸透施設整備に係る計画認定制度の創設（法第２５条の１０

〜２１）
●⽔防法の改正

・⾬⽔出⽔浸⽔想定区域の指定対象の拡⼤（法第１４条の２）
●特定都市河川浸⽔被害対策法の改正

・洪⽔⼜は⾬⽔出⽔による浸⽔を都市浸⽔と定義（法第２条）
・流域⽔害対策計画の拡充（法第４条）
・流域⽔害対策協議会の創設（法第６条）

下⽔道法等の⼀部を改正
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下水道の役割 

下水道法の目的 

第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下

水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の

健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的

とする。 

 

下水道の役割 

 下水道法の目的を達成するため、下水道には下記のような役割が求められています。 

 

◆ 生活環境の改善 

（周辺環境の改善） 

生活あるいは生産活動に伴って生ずる汚水が速やかに排除されず、住宅地周辺に停滞すると、

蚊や蝿、悪臭の発生源となるだけではなく、病原性微生物による伝染病の蔓延、視覚的影響によ

り周辺環境は悪化します。下水道の整備をすることにより、汚水は速やかに排除され、周辺の環

境は向上します。 

 

（水洗化の促進） 

くみ取り式トイレは、個々の住宅にとって非衛生的であり、悪臭に悩む原因となります。また

都市全体を考えると、くみ取りし尿の処理処分は、悪臭、処理効率等に問題があり極めて欠点の

多いものとなります。そこで下水道が整備されると、トイレの水洗化が可能になり、し尿は下水

管渠により他の汚水とともに流下し、下水処理場において効率よく処理されます。 

 

◆ 雨水の排除（浸水の防除） 

 下水道は、河川、水路、溝渠と同じく雨水排除のための機能も有しています。特に、わが国の

ように降水量の多い国では、河川とともに下水道の果たす役割は大きく、都市化が進展した地域

では、在来水路の流下能力不足に加えて、雨水の浸透及び貯留能力の減少等によって雨水流出量

が著しく増大するため、下水道の整備が緊急に必要となっています。 

 

◆ 水質の保全 

汚水が処理されないまま公共用水域に流入すると、水質の汚濁が進行します。下水道が汚水を

排除、処理することで、河川等公共用水域の水質汚濁防止に積極的な役割を果たしています。ま

た、豊かな自然環境を保全することにも大きく寄与します。この水質保全の役割は、近年特に重

視され、昭和 45年の下水道法改正で同法の目的に加えられました。 

 

◆ 下水道資源及び施設の有効利用 

下水道は、処理水、汚泥等の多くの利用可能な資源・エネルギーを有しており、それらの有効

活用は、省エネ・リサイクル社会の実現に役立ちます。また、処理場等の上部空間は公園等への

活用が期待され、近年では下水管渠や処理場における下水熱のエネルギー利用など、様々な利用

が期待できます。 
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下水道の種類としくみ 

下水道の種類 

一般に「下水道」と呼ばれるものには、いろいろなものがあり、それらの目的や効果には、大

きな差があります。 

 

各種下水道の位置づけ 

  

出典：公益財団法人 神奈川県下水道公社ホームページ（https://kanagawa-swf.or.jp/media/2023/03/ryuiki_gesui_R5_2.pdf） 



- 8 - 

 

各種下水道の関係 

出典：公益財団法人 神奈川県下水道公社ホームページ（https://kanagawa-swf.or.jp/media/2023/03/ryuiki_gesui_R5_2.pdf） 
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下水道関連計画 

計画の位置づけ 

下水道管理者は、下水道事業計画に基づき事業を実施します。この下水道事業計画は、下水道

整備に関する総合的な基本計画である流域別下水道整備総合計画や、生活排水の処理に関する基

本方針である都道府県構想等の上位計画に適合している必要があります。 

また、下水道は、都市計画に定めるべき都市施設のひとつであることから、都市計画事業とし

て下水道事業を実施するためには、都市計画法の事業認可に適合している必要があります。 

 

 
※

（法に基づく上位計画）

（事業実施の⼿順）

都市計画区域外は不要

流域別下⽔道整備

総合計画

（下⽔道法）

神奈川県⽣活排⽔

処理施設整備構想

（県条例）

全体計画の策定

都市計画決定

下⽔道法の

事業計画の策定

都市計画法の

事業認可

下⽔道事業の実施

（国の下⽔道事業推進の指針）

新下⽔道ビジョン

加速戦略
改定かながわ

下⽔道21

かながわ都市

マスタープラン

調整

下⽔道事業に関する

国や県の基本⽅針と

施策展開の⽅向性を

反映

計
画
処
理
⽔
質
等

下
⽔
道
の
計
画
区
域
等

適合

適合

※

※

かながわグランド

デザイン
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下水道事業を実施する場合の手続き 

地方公共団体等が下水道事業を実施する場合の手続きは、次のように区分されます。 

 

１ 全体計画の策定 

全体計画は、①雨水の排除（浸水の防除）、②生活環境の改善（汚水の排除）、③公共用

水域の水質保全等といった下水道の目的が達成されるよう、その都市の実情に合わせて、総

合的に策定する必要があります。 

 

 

２ 都市計画決定 

都道府県の都市計画は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議決

を経て決定されます。市町村の都市計画は、市町村都市計画審議会の議決を経て、県知事の

同意を得た上で決定されます。 

 

 

３ 下水道法事業計画 

下水道事業計画は、下水道法の規定により、県知事（国土交通大臣）と協議を要するもの

で、下水道の配置、構造、能力等を定めた技術的な計画です。従って、都市計画決定の下水

道計画よりも詳細で具体的な計画となっています。また下水道法事業計画は、５～７年程度

の間に整備可能な範囲とするのが適当です。 

 

 

４ 都市計画法事業認可 

都市計画で定められた下水道は、都市計画事業として施行されます。都市計画事業の事業

計画には、事業の施行場所、施行期間が具体的に明示されています。認可により「土地収用

法による事業認定」があったものとみなされるので、関係図書の写しを公衆の縦覧に供し、

地域住民に事業施行期間及び事業地等の周知を図ります。 
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流域別下水道整備総合計画 

流域別下水道整備総合計画は、都道府県が策定する下水道整備に関する総合的な基本計画で、

水質環境基準の類型指定された公共用水域（河川、海域、湖沼等）について、その水質汚濁が２

以上の市町村の区域における汚水によるもので、主として下水道の整備によって当該水質環境基

準が達成される場合に、それぞれの公共用水域毎に策定することとされています。(下水道法第 2

条の 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各水質環境基準点の類型指定状況は、資料編 P63 参照 

※ 本図は、汚水処理を受け持つ流域を示しております。 

流域別下水道整備総合計画対象河川と関係市町村 

流域名 対象河川等 関係市町村名 

東京湾 東京湾及び鶴見川等 横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市(４市) 

境川等 
境川、引地川 横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、綾瀬市

(６市) 

相模川 

相模川（相模湖、津久井湖 

を含む） 

平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市、相模原市、厚木市、 

座間市、伊勢原市、海老名市、綾瀬市、寒川町、 

愛川町、大磯町、清川村(13 市町村) 

金目川等 金目川、葛川、中村川 秦野市、伊勢原市(２市) 

酒匂川等 
酒匂川、森戸川、山王川 小田原市、秦野市、南足柄市、大井町、松田町、 

山北町、開成町、中井町、二宮町、箱根町(10 市町)

芦ノ湖・早川 芦ノ湖、早川 小田原市、箱根町（２市町） 
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神奈川県生活排水処理施設整備構想 

○概要 

 水質汚濁の原因となる生活排水が 100％処理されるには、下水道、農業集落排水施設、合併処理

浄化槽等の生活排水処理施設の効果的・効率的な整備を推進する必要があります。 

 そのため、本県では、市町村が策定する生活排水処理施設の整備に係る計画や構想と整合性を

図りながら、県全域を対象に、地域の実情に応じた整備手法を検討して、平成 9 年 3 月に「神奈

川県生活排水処理施設整備構想」を策定しました。 

 平成 16年 3 月には、経済性の観点等を踏まえた整備手法の点検・見直しの実施に基づく構想の

改訂を行い、また平成 23 年 2 月及び平成 31 年１月には、今後見込まれる人口減少や高齢化の本

格化、一段と厳しさを増す地方財政の状況など、社会・経済情勢等の大きな変化を踏まえて、改

訂を行いました。 

 

○位置付け・役割 

 この構想は、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」第 104 条において、生活排水の処理

に関する基本方針に位置づけられており、市町村が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基

づき策定する「一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」を広域的な視点から調整して策定したも

のです。 

また、この構想は、本県における生活排水処理施設の整備に関する基本的な考え方を示してお

り、市町村が生活排水処理施設の整備を進める上での指針的な役割を持つものです。 

 

 

 

 

 

 

  

県 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例 

市 
町 
村 

神奈川県生活排水処理施設整備構想 

一般廃棄物(生活排水)処理基本計画 
総合計画・下水道整備計画・

農業振興地域整備計画等  整合・調整

一般廃棄物(生活排水)処理実施計画 
下水道事業計画・ 

農業集落排水事業整備計画等 整合・調整

生活排水処理に関する基本方針
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○基本方針 

１ 整備の基本方針 

 本県では都市化が進んでいることを踏まえ、集合処理である下水道の整備を基本としま

す。 

 農業振興地域（下水道区域を除く。）のうち、集合処理が適している区域については、

農業集落排水施設の整備を進めます。 

 家屋が点在し集合処理が適していない地域では、個別処理として合併処理浄化槽の普及

を進めます。 

 

２ 整備手法選定の考え方 

 生活排水処理施設の整備に当たっては、各地域における今後の人口動態・分布の見通し

や既存生活排水処理施設の設置状況を考慮した上で、建設及び維持管理に係るコスト比

較を行うとともに、当該地域の特性、住民の意向等を踏まえた総合的な判断により、そ

れぞれの地域に も適した効率的、経済的な整備手法を選定し、整備を進めます。 

 

○整備目標 

 各市町村が策定した早期概成アクションプランを集約した結果、概成年次の令和７年度

までに生活排水処理率 99％を目指します。 

 終年次である令和 12年度までに生活排水処理率約 100％を目指します。 

 

目標生活排水処理率 

 

（参考） 

 

基準年次 概成年次 最終年次
（平成28年度） （平成37年度） （平成42年度）

⽣活排⽔処理率 97.9% 99%

年 度

100%

整備⼈⼝ 整備⼈⼝ 整備⼈⼝
（千⼈） （千⼈） （千⼈）

8,848 96.6% 8,953 97.6% 8,901 98.3%
単独公共下⽔道 6,809 74.4% 6,886 75.1% 6,844 75.5%
流域関連公共下⽔道 2,036 22.2% 2,064 22.5% 2,053 22.7%
特定環境保全公共下 3 0.0% 3 0.0% 3 0.0%

3 0.0% 3 0.0% 3 0.0%
8,851 96.7% 8,956 97.6% 8,904 98.3%

116 1.3% 136 1.5% 120 1.3%
2 0.0% 7 0.1% 10 0.1%

118 1.3% 143 1.5% 130 1.4%
8,971 － 9,100 － 9,040 －
9,159 － 9,170 － 9,059

基準年次 概成年次 最終年次
年度 （平成28年度） （平成37年度） （平成42年度）

  整備⼿法 割合 割合割合

下⽔道

農業集落排⽔施設
集合処理合計
個⼈設置型合併処理浄化槽
市町村設置型合併処理浄化槽
個別処理合計
⽣活排⽔処理⼈⼝
全県⼈⼝
⽣活排⽔処理率 97.9% 99.2% 99.8%
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○神奈川県汚水処理事業広域化・共同化計画 

汚水処理事業は、人口減少に伴う使用料収入の減少や技術者不足、施設の老朽化に伴う更新費

用の増大等、経営環境の厳しさが増しており、効率的な事業運営が一層求められています。 

そこで、県内の汚水処理施設の持続可能な事業運営を推進するため、県や市町村間の連携メニ

ューと実施までのロードマップを示した「神奈川県汚水処理事業広域化・共同化計画」を令和５

年３月に策定しました。 

本計画に定めた広域化・共同化の各連携メニューの取組について、関係自治体と連携・協力し

ながら検討を深め、実現に向けて取り組んでいきます。 

 

広域化・共同化の連携メニュー 

 

 

 

分類 連携メニュー 連携内容

汚水処理共同化 汚水処理施設の統廃合など

汚泥処理共同化 汚泥処理施設の統廃合や、緊急時等における施設間の相互融通

維持管理共同化 下水管の点検や修繕などを共同実施

事務の共同化 宅地内への接続工事を行う工事店の指定事務などを共同実施

BCP共同化 災害時における市町村間の資機材融通や、訓練等を共同実施

広報共同化 下水道への理解を深め、適正な利用や接続を促進させるための広報活動を共同実施
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かながわグランドデザイン 

県では、県政運営の総合的・基本的指針を示す総合計画として 2012(平成 24)年に「かながわグ

ランドデザイン基本構想」及び「かながわグランドデザイン実施計画」を策定し、確実に到来す

る超高齢社会への備えや、東日本大震災の教訓を生かした防災対策の強化など様々な課題への対

応を着実に進めてきました。2014(平成 26)年度に「実施計画」の 終年度を迎えたことから、総

合的な点検を行った結果、少子高齢化や情報化など動きはあるものの「基本構想」策定時の社会

環境と比べ大きな変化は見られませんでした。そうしたことから、引き続き現行の「基本構想」

の方向性に沿って取組みを進めることとし、現在では、第 3 期の「実施計画」を策定しました。 

「実施計画」は 2025(令和７)年を目標年次とした「基本構想」の実現に向けて、2019(令和元)

～2022(令和４)年度の４年間に取り組む政策を示したものであり、重点政策を分野横断的にまと

め、ねらいや具体的な取組み、工程などを示した「プロジェクト編」と、県の政策の全体像を総

合的・包括的に示す「主要施策」などをまとめた「主要施策・計画推進編」で構成しています。 

現在、2040 年頃の神奈川を展望した「基本構想」と、2024 年度から 2027 年度を計画期間とす

る「実施計画」で構成する新たな「総合計画」を策定中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[下水道関連の主要施策] 

○政策分野：Ⅶ 県土・まちづくり 

  

● 基本理念 

「いのち輝くマグネット神奈川」を実

現する 

● 神奈川の将来像 

1 行ってみたい、住んでみたい、 

人を引きつける魅力あふれる神奈川 

2 いのちが輝き、誰もが元気で 

長生きできる神奈川 

3 県民総力戦で創る神奈川 

● 政策の基本方向 

1 政策展開の基本的視点 

2 政策分野別の基本方向 

3 地域づくりの基本方向 

⽬標年次 2025 (令和 7) 年 

基
本
理
念 

・
将
来
像
の
達
成 

● プロジェクト編 

柱Ⅰ 健康長寿 

柱Ⅱ 経済のエンジン 

柱Ⅲ 安全･安心 

柱Ⅳ ひとのチカラ 

柱Ⅴ まちづくり 

  

● 主要施策・計画推進編 

1 主要施策 

 (1) 政策分野別の体系 

 (2) 地域別の体系 

2 計画推進 

2019（令和元）年〜2022（令和４）年

中柱 

1 次の世代に引き継げる 

持続可能な県土づくり 

 

3 美しく住みやすい 

住まい・まちづくり 

 

主要施策 

705  みどりを保全・活用する

まちづくり 

 

719  下水道整備の推進 

 

720  下水道施設・資源の有効

活用 

小柱 

(3)自然環境に配慮したまち

づくり 

 

(2)快適な生活を支える上・

下水道の整備・充実 

 

基 本 構 想 実 施 計 画
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改定かながわ下水道２１ 

～ この美しい水を 未来の子供たちに ～ 

 

県では、神奈川の下水道整備の基本方向を広域的な視点から明らかにするため、平成９年に

「かながわ下水道 21」を策定し、県内全市町村の供用開始と市街地の概ねの整備を目標としてき

ました。 

今後の下水道事業の推進にあたっては、人口減少等の社会情勢の変化や近年頻発するゲリラ豪

雨を含む集中豪雨による浸水被害への対応、増大する下水道施設の計画的･効率的な維持管理等の

新たな課題に取り組む必要が生じています。 

また、地球環境への負荷が少ない低炭素社会への転換が求められている中、下水道事業として

循環型社会の構築に貢献することが重要となっています。 

そこで、これらの課題に対応するため、これまでの「かながわ下水道 21」を改定し、「改定か

ながわ下水道 21」といたしました。 

県及び市町村は、「改定かながわ下水道 21」を指針として、下水道に関する計画を策定し、事 

業推進に取り組んでいます。 

                              

「改定かながわ下水道２１」の基本方向 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整 備 の 視 点 

１ 快適な暮らしの実現 

２ 安全で安心な暮らしの確保 

３ 良好な環境の創造 

維 持 運 営 の 視 点 

              

 ４ 安定した事業の運営 

 

住 民 参 画 の 視 点 

 

５ 住民の参画と情報の発信

 

 

「この美しい水を 未来の子供たちに」とは、下水道を通じて得られた神奈川の美しい水環境を、 

将来にわたり残していけるよう、持続可能な事業を展開していくという「思い」を表しています。 
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｢現状と課題｣に対応した｢下水道事業の基本方向｣の整理 

 

 

 

 

整 備 の 視 点

現 状 と 課 題 下 ⽔ 道 事 業 の 基 本 ⽅ 向

１ 下⽔道の普及〈汚⽔〉

２ 浸⽔対策 〈⾬⽔〉

３ 地震対策〈汚⽔・⾬⽔〉

４ 公共⽤⽔域の⽔質〈汚⽔〉

５ 合流式下⽔道 〈汚⽔〉

６ ⽔循環 〈汚⽔・⾬⽔〉

７ 地球温暖化防⽌･資源の循環〈汚⽔〉

８ 下⽔道施設の維持管理〈汚⽔･⾬⽔〉

９ 下⽔道事業の運営〈汚⽔〉

１ 快適な暮らしの実現

下⽔道区域の⾒直し及び
効率的な整備 〈汚⽔〉

計画的･効率的な改築･更新〈汚⽔・⾬⽔〉

２ 安全で安⼼な暮らしの確保

総合的な浸⽔対策の推進 〈⾬⽔〉

地震対策の推進 〈汚⽔・⾬⽔〉

３ 良好な環境の創造

公共⽤⽔域の⽔質の改善 〈汚⽔〉

健全な⽔循環の構築 〈汚⽔・⾬⽔〉

地球温暖化防⽌への貢献・
資源循環の促進〈汚⽔〉

維 持 運 営 の 視 点

４ 安定した事業の運営

計画的･効率的な維持管理〈汚⽔・⾬⽔〉

事業運営の継続性の確保 〈汚⽔〉

住 ⺠ 参 画 の 視 点

５ 住⺠の参画と情報の発信

住⺠への啓発活動の推進〈汚⽔・⾬⽔〉

計画策定への住⺠参画 〈汚⽔・⾬⽔〉
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下水道事業 

公共下水道事業 

公共下水道は、主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管

理する下水道で、終末処理場を有するもの（単独公共下水道という）又は流域下水道に接続する

もの（流域関連公共下水道という）であり、かつ汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠で

ある構造のものをいいます。また、公共下水道には、狭義の公共下水道のほか、特定の事業者の

事業活動に主として利用される特定公共下水道と、農山漁村の中心集落及び自然保護を必要とす

る湖沼の周辺観光地等において実施される特定環境保全公共下水道があります。 

なお、県内の 33市町村（19 市 13 町１村）では、全ての自治体で汚水の処理が開始されてお

り、令和４年度末の下水道処理人口普及率は 97.1％です。 

 
公共下水道の実施状況 

（令和４年度末）  

 
 （ ）は区分の下水道に加え、単独公共下水道も実施している都市数 

 

市町村別下水道処理人口普及状況図 (令和４年度末実績) 単位：％ 

政令市 ⼀般市 町村 計
2市     10市     4町   16市町    

1市（1）
2町村
（1）

3市町村（2）

相模川 1市      8市（4） 3町    12市町（4）
酒匂川  3市（1）   7町（1）  10市町（2）

計 1市     11市（5）
 10町
（1）

 22市町（6）

流域関連
公共下⽔道

実施都市数
区     分

単 独 公 共 下 ⽔ 道

特定環境保全公共下⽔道

横浜市

川崎市

横須賀市

相模原市

大和市

綾瀬市

座間市

海老名市

藤沢市

茅ヶ崎市

寒川町

鎌倉市

平塚市

伊勢原市

厚木市

愛川町

清川村

秦野市

山北町

松田町

大井町 中井町

大磯町
二宮町

逗子市

小田原市

開成町

南足柄市

箱根町

葉山町

三浦市湯河原町 真鶴町

※

単位:％(人口普及率)
（小数点二位四捨五入）

100

99.697.4

98.3

97.8

97.8

96.0

83.4

95.8

100

35.6

88.2

89.6
95.5

81.2
96.4

97.8

75.1

95.1

76.2

93.5

86.0
90.4

74.791.5

85.9

83.3

72.5

54.6

21.992.7

91.1

97.4

    0～ 19(%)

20～ 39

40～ 59

60～ 79

80～100

※横浜市の下水道処理人口普及率は、小数点第二位を四捨五入したことにより 100%と表記。 
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公共下水道の下水道処理人口普及率 
（令和４年度末） 

 
注１)処理開始における記号の説明 (単)単独公共 (相)相模川流域関連 (酒)酒匂川流域関連 

注２)各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある 

注３)小田原市の単独公共区域は、平成 28年４月１日に酒匂川流域下水道に編入。 

注４)横浜市の普及率は小数点第二位を四捨五入したことにより 100%とされている。

⾏ 政 区 域 下 ⽔ 道 下 ⽔ 道 法 処 理 区 域 ⾏ 政 ⼈ ⼝ 下⽔道処理 汚 ⽔ 処 理 下 ⽔ 道 汚 ⽔ 処 理 開 始
⾯ 積 全 体 計 画 事 業 計 画 ⾯ 積 ⼈ ⼝ ⼈ ⼝ 処 理 ⼈ ⼝ 処 理 ⼈ ⼝ 年 ⽉ ⽇

区 域 ⾯ 積 区 域 ⾯ 積 普 及 率 普 及 率
ha  ha ha  ha (A)千⼈ (B)千⼈ (C)千⼈ (B／A) (C／A)

横 浜 市 43,801 41,835 40,070 31,541 3,757.8 3,756.4 3,757.1 100.0% 100.0% (単)S.37. 4. 1
川 崎 市 14,296 11,290 11,290 10,721 1,527.4 1,520.7 1,522.4 99.6% 99.7% (単)S.36. 9.25
相模原市 32,891 10,170 8,332 7,740 717.8 699.1 707.8 97.4% 98.6% (相)S.54. 7. 1

指定都市 計 90,988 63,295 59,692 50,002 6,003.0 5,976.3 5,987.3 99.6% 99.7%
横須賀市 10,081 6,463 6,169 5,888 385.5 379.1 381.5 98.3% 99.0% (単)S.41. 6. 1
平 塚 市 6,782 3,632 3,617 3,584 256.5 250.9 255.1 97.8% 99.5% (相)S.48. 6.25
鎌 倉 市 3,966 2,783 2,661 2,418 176.3 172.3 173.0 97.8% 98.2% (単)S.47. 3.15

藤 沢 市
6,956 5,755 5,299 4,787 444.9 427.2 430.5 96.0% 96.8%

(単)S.39. 8. 5
(相)H. 2. 4. 1

⼩⽥原市
11,360 2,889 2,793 2,564 187.5 156.5 165.9 83.4% 88.5%

(単)S.41. 9. 1
(酒)S.57.12. 1

茅ヶ崎市
3,570 3,123 2,281 2,240 246.7 236.3 241.1 95.8% 97.7%

(単)S.51.10. 1
(相)S.52.12. 1

逗 ⼦ 市 1,728 864 864 864 58.8 58.8 58.8 100.0% 100.0% (単)S.47. 4. 1
三 浦 市 3,205 1,107 235 216 41.0 14.6 27.3 35.6% 66.5% (単)H.10. 8.15

秦 野 市
10,376 2,578 2,567 2,195 159.3 140.5 155.4 88.2% 97.6%

(単)S.56. 2. 4
(酒)H.11. 5. 1

厚 ⽊ 市 9,384 5,527 3,569 3,341 223.7 200.4 211.7 89.6% 94.6% (相)S.48. 6.25
⼤ 和 市 2,709 2,540 2,014 1,958 244.3 233.4 238.6 95.5% 97.7% (単)S.44. 4. 1

伊勢原市
5,556 1,369 1,338 1,338 100.2 81.3 91.6 81.2% 91.4%

(相)S.48. 6.25
(単)S.62. 3. 5

海⽼名市 2,659 1,719 1,719 1,347 139.2 134.1 138.2 96.4% 99.3% (相)S.53. 5. 1
座 間 市 1,757 1,373 1,281 1,223 131.5 128.6 129.4 97.8% 98.4% (相)S.53. 4. 1
南⾜柄市 7,712 797 769 631 40.8 30.6 36.1 75.1% 88.4% (酒)H. 1. 4. 1

綾 瀬 市
2,214 1,743 1,155 1,102 84.2 80.1 80.9 95.1% 96.0%

(単)S.62. 8. 1
(相)S.62.10. 1

⼀般市 計 90,015 44,262 38,331 35,696 2,920.4 2,724.7 2,815.1 93.3% 96.4%
葉 ⼭ 町 1,704 513 472 431 32.5 24.8 28.3 76.2% 87.1% (単)H.11. 3.29
寒 川 町 1,334 923 835 762 49.1 45.9 46.2 93.5% 94.2% (相)S.59. 4.12
⼤ 磯 町 1,718 639 602 488 32.2 27.7 29.2 86.0% 90.7% (相)H. 4. 6. 1
⼆ 宮 町 908 449 449 419 27.9 25.2 25.8 90.4% 92.4% (酒)H.11. 4. 1
中 井 町 1,999 306 306 252 9.0 6.7 7.7 74.7% 85.5% (酒)H.11. 4. 1
⼤ 井 町 1,438 455 447 441 17.4 15.9 16.4 91.5% 94.3% (酒)S.61. 4. 1
松 ⽥ 町 3,775 223 220 198 10.6 9.1 9.6 85.9% 90.7% (酒)H. 1. 7. 1
⼭ 北 町 22,461 375 367 318 9.6 8.0 8.8 83.3% 91.3% (酒)H. 2. 9. 1
開 成 町 655 375 311 256 18.7 13.6 16.2 72.5% 86.6% (酒)H. 1. 4. 1
箱 根 町 9,286 1,689 1,052 786 10.9 5.9 7.5 54.6% 69.2% (単)S.60.10. 1
真 鶴 町 705 125 61 32 6.8 1.5 2.6 21.9% 38.4% (単)H.19. 3.28
湯河原町 4,097 567 523 523 23.8 22.0 23.4 92.7% 98.7% (単)S.60. 4. 1
愛 川 町 3,428 1,238 868 868 39.6 36.0 37.7 91.1% 95.2% (相)S.60. 4.17
清 川 村 7,124 91 91 91 2.8 2.7 2.8 97.4% 99.2% (単)H. 9. 9. 1
町村 計 60,632 7,969 6,604 5,865 290.8 245.1 262.2 84.3% 90.2%

⼀般都市 計 150,647 52,231 44,935 41,561 3,211.2 2,969.8 3,077.3 92.5% 95.8%
合 計 241,635 115,526 104,627 91,563 9,214.2 8,946.1 9,064.6 97.1% 98.4%

都 市 名
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本県の下水道処理人口普及率は、全国平均の 81.0％を上回り、東京都に次ぎ、全国で２番目の

普及率となっています。 

都道府県別下水道処理人口普及率 

   （令和４年度末）

 

注１）令和４年度末調査は、福島県において、東日本大震災の影響により調査不能な市町村（大熊町、双葉町）を除

いた値を公表している。 

注２）福島県については、上記市町村以外でも東日本大震災に伴う避難の影響により人口が流動していることに留意

する必要がある。  
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浸水対策 

下水道における浸水対策は、5 年に 1 回程度発生する規模の降雨に対して、浸水を防ぐという観

点で進めており、令和４年度末の下水道による都市浸水対策達成率は 63.9％です。 
                         

下水道による都市浸水対策達成率 
                           （令和４年度末） 

 
注）各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある 

※「都市浸水対策を実施すべき区域」とは、以下のいずれかに該当する地区 

・地下空間高度利用地区（地下街、地下鉄駅構内等）を有する地区 

・地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）を有する地区 

・商業・業務集積地区（商店街、官庁街、大規模オフィスビル等を含む地区等）を有する地区 

・交通拠点施設・主要幹線地区（終着駅、複数路線の結節点となっている駅、緊急輸送道路等になり 

うる幹線道路等）を有する地区 

・地域防災計画に位置付けられた防災関連施設地区（災害時の防災拠点や避難所、緊急医療施設、役所、 

消防本部、消防署等）を有する地区 

・一般市街地の床上浸水常襲地区を有する地区など、早期に浸水被害を解消すべき地区 

・災害の未然防止の観点から、早期に浸水被害を解消すべき地区  

⾏ 政 区 域
⾯ 積

都 市 浸 ⽔ 対 策 を
実 施 す べ き
区 域 ※ の ⾯ 積

5年に1回程度発⽣する
規模の降⾬に対応する
下⽔道整備が完了した
区 域 の ⾯ 積

下 ⽔ 道 に よ る
都 市 浸 ⽔ 対 策
達 成 率

ha （Ａ）ha （Ｂ）ha （Ｂ／Ａ）％
横 浜 市 43,778 40,070 26,647 66.5%
川 崎 市 14,296 11,290 6,456 57.2%
相 模 原 市 32,891 3,406 2,618 76.9%
指 定 都 市 計 90,965 54,766 35,721 65.2%
横 須 賀 市 10,081 6,051 3,794 62.7%
平 塚 市 6,782 3,551 2,774 78.1%
鎌 倉 市 3,966 1,938 1,560 80.5%
藤 沢 市 6,956 5,488 3,351 61.1%
⼩ ⽥ 原 市 11,360 2,822 893 31.7%
茅 ヶ 崎 市 3,570 2,279 1,217 53.4%
逗 ⼦ 市 1,728 864 858 99.3%
三 浦 市 3,144 868 155 17.9%
秦 野 市 10,376 195 65 33.1%
厚 ⽊ 市 9,384 587 513 87.5%
⼤ 和 市 2,709 2,014 1,412 70.1%
伊 勢 原 市 5,556 1,313 969 73.8%
海 ⽼ 名 市 2,659 1,502 654 43.6%
座 間 市 1,757 1,372 436 31.7%
南 ⾜ 柄 市 7,712 113 0 0.0%
綾 瀬 市 2,214 1,743 690 39.6%
⼀ 般 市 計 89,954 32,699 19,341 59.1%
葉 ⼭ 町 1,704 － － －
寒 川 町 1,334 752 534 71.0%
⼤ 磯 町 1,718 584 190 32.6%
⼆ 宮 町 908 434 393 90.5%
中 井 町 1,999 228 206 90.2%
⼤ 井 町 1,438 429 429 100.0%
松 ⽥ 町 3,775 220 220 100.0%
⼭ 北 町 22,461 337 337 100.0%
開 成 町 655 200 200 100.0%
箱 根 町 9,286 893 893 100.0%
真 鶴 町 705 28 5 18.0%
湯 河 原 町 4,097 97 97 100.0%
愛 川 町 3,428 868 539 62.1%
清 川 村 7,124 － － －
町 村 計 60,632 5,070 4,043 79.7%
⼀ 般 都 市 計 150,586 37,769 23,384 61.9%
合 計 241,551 92,534 59,105 63.9%

都 市 名
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公共下水道の事業費 

県内の公共下水道事業費は、平成５年度の 3,128 億円をピークに減少傾向にあり、平成 22年度

以降は、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

公共下水道の事業費内訳 
                                         令和４年度実績（単位：億円）    

 
注１）端数は四捨五入しているため、計が合わないことがある 

注２）その他には、流域負担金のほか広域処理の負担金を含む

汚⽔ ⾬⽔ ⼩計
横 浜 市 245.21 129.91 145.06 274.97 0.00 520.18
川 崎 市 103.67 29.47 74.47 103.94 8.89 216.50
相 模 原 市 0.00 25.24 27.70 52.94 1.88 54.81
指 定都 市計 348.88 184.63 247.22 431.86 10.76 791.50
横 須 賀 市 39.48 10.62 11.81 22.42 0.00 61.90
平 塚 市 0.00 1.84 20.92 22.77 2.33 25.10
鎌 倉 市 0.58 2.37 0.65 3.01 0.16 3.75
藤 沢 市 10.36 12.31 4.32 16.63 0.07 27.07
⼩ ⽥ 原 市 0.00 12.78 5.98 18.76 2.30 21.06
茅 ヶ 崎 市 0.00 2.26 11.22 13.48 1.71 15.19
逗 ⼦ 市 13.18 1.62 0.58 2.20 0.02 15.39
三 浦 市 0.59 1.34 0.00 1.34 0.00 1.93
秦 野 市 6.78 3.65 1.28 4.93 0.04 11.76
厚 ⽊ 市 0.00 1.77 17.10 18.86 0.85 19.71
⼤ 和 市 10.33 1.00 2.30 3.30 0.02 13.65
伊 勢 原 市 0.86 8.25 0.40 8.65 0.22 9.73
海 ⽼ 名 市 0.00 2.58 1.79 4.37 1.07 5.45
座 間 市 0.00 1.32 0.00 1.32 0.32 1.64
南 ⾜ 柄 市 0.00 0.79 0.00 0.79 0.02 0.81
綾 瀬 市 6.47 1.56 0.00 1.56 0.09 8.12
⼀ 般 市 計 88.64 66.04 78.35 144.39 9.23 242.26
葉 ⼭ 町 1.00 8.83 0.00 8.83 0.01 9.84
寒 川 町 0.00 1.05 12.07 13.12 0.46 13.58
⼤ 磯 町 0.00 8.00 3.35 11.35 0.08 11.43
⼆ 宮 町 0.00 0.75 0.00 0.75 0.34 1.09
中 井 町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
⼤ 井 町 0.00 0.26 0.00 0.26 0.05 0.31
松 ⽥ 町 0.00 0.08 0.00 0.08 0.05 0.13
⼭ 北 町 0.00 0.10 0.00 0.10 0.11 0.21
開 成 町 0.00 1.09 0.00 1.09 0.05 1.14
箱 根 町 0.08 2.45 0.00 2.45 3.02 5.55
真 鶴 町 0.00 0.97 0.00 0.97 0.34 1.31
湯 河 原 町 0.01 0.08 0.00 0.08 0.00 0.09
愛 川 町 0.00 0.61 0.20 0.81 0.18 0.99
清 川 村 0.29 1.06 0.00 1.06 0.00 1.34
町 村 計 1.38 25.32 15.62 40.94 4.69 47.02

⼀ 般都 市計 90.02 91.36 93.97 185.34 13.93 289.28
合 計 438.90 276.00 341.19 617.19 24.69 1,080.78

都市名 処理場費 管渠費（ポンプ場含む） その他 総事業費



2
7
 

 

公
共

下
水
道

事
業
費

の
推
移
 

 

6
2
4

9
3
31

,3
9
01
,7

5
82
,0

4
92
,3

7
7 2
,1

1
9 1
,9

6
11

,9
6
42
,1

3
72
,3

4
72
,5

0
0 2
,3

9
42
,4

9
12
,5

6
12
,8

3
13
,0

6
83
,1

2
8 2
,9

7
1 2
,7

8
0 2
,6

0
1 2
,2

8
5 2
,0

4
0 1
,7

8
5 1
,5

2
3 1
,5

0
4 1
,3

7
7 1
,2

4
8 1
,1

4
2 1
,0

8
6 1
,0

1
0 9

0
91

,0
0
0

1
,0

0
4 8
0
7

8
2
1

7
4
9

8
0
9

8
1
9

8
0
1

7
8
2

8
9
7

9
2
6

9
1
11

0
4
9 1

0
2
11
0
5
8

4
7
8

7
2
41

,1
0
01
,3

5
41
,6

1
61
,8

9
7 1
,6

5
1 1
,4

9
91
,5

0
61
,6

4
91
,7

3
7 1
,7

2
6 1
,6

0
71
,6

2
21
,6

5
41
,7

4
51
,8

0
5 1
,7

6
5 1
,6

1
5 1
,4

4
0 1
,3

0
5 1
,1

6
9 1
,0

6
1 9

6
1

8
4
9

8
9
1

8
3
0

7
1
8

7
0
2

6
4
5

5
9
8

5
1
6

6
2
2

6
1
1

5
5
4

5
7
3

5
0
2

5
8
0

5
7
1

5
6
3

5
2
9

6
2
9

6
8
2

6
8
4

7
7
4

7
70

7
9
2

1
4
6

2
0
9

2
8
9

4
0
5

4
3
3

4
8
0

4
6
8

4
6
2

4
5
8

4
8
8

6
1
0

7
7
3

7
8
7

8
7
0

9
0
71

,0
8
61
,2

6
31
,3

6
3 1
,3

5
6 1
,3

4
0 1
,2

9
6 1
,1

1
6 9

7
9

8
2
4

6
7
4

6
1
3

5
4
7

5
3
0

4
4
0

4
4
1

4
1
2

3
9
3

3
7
8

3
9
3

2
5
4

2
4
8

2
4
8

2
2
9

2
4
8

2
3
8

2
5
3

2
6
9

2
4
4

2
2
8

2
7
5

2
5
02
6
6

0

5
0
0

1
,0

00

1
,5

00

2
,0

00

2
,5

00

3
,0

00

3
,5

00

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

元
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

元
2

3
4

(億
円

)

県
全

体

指
定

都
市

一
般

都
市

平
成

昭
和

令
和

-27- 



- 28 - 

 

流域下水道事業 

流域下水道とは、地方公共団体（市町村）が管理する下水道により排除される下水を受けて、

これを排除し、処理するために地方公共団体（原則として県）が管理する下水道で、２市町村以

上の下水を排除し、終末処理場を有するものです。 

本県の流域下水道は、県民の飲み水として欠くことのできない相模川、酒匂川の水質保全と流

域関連市町の生活環境の改善を図るため計画されています。そのため、流域下水道管理者である

県と公共下水道管理者である流域関連市町の協力体制のもとで、流域下水道の建設と維持管理が

行われています。 

 

相模川流域下水道事業 

相模川流域下水道は、昭和 44 年から相模川流域関連の９市２町の区域を対象に事業に着手し、

昭和 48 年６月に四之宮水再生センター（右岸処理場）、昭和 52年 12 月に柳島水再生センター

（左岸処理場）において、それぞれ一部の市町で処理を開始しました。その後、処理区域を拡大

し、現在流域関連の９市３町で事業を実施し、平成 12 年には、全ての市町で処理を開始しまし

た。 

この結果、令和４年度には、９市３町の下水約 630 千 m3／日を処理し、令和４年度末現在の流

域関連公共下水道の下水道処理人口普及率は 96.3％となっています。 

 

相模川流域関連公共下水道の普及状況 

（令和４年度末現在） 

 

注)各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある 

 

全 体 計 画 区 域内 処 理 区 域 処 理 区 域 下 ⽔ 道
処理 都 市 名 ⾏ 政 ⼈ ⼝ ⼈ ⼝ ⾯ 積 処 理 ⼈ ⼝ 処 理 開 始
区名   普 及 率 年 ⽉ ⽇ 等

（Ａ）千⼈ （Ｂ）千⼈ ha （Ｂ/Ａ）％
相 模 原 市 707.7 699.1 7,740
座 間 市 131.5 129.6 1,223 処理開始
綾 瀬 市 18.8 17.3 329
海 ⽼ 名 市 139.2 134.1 1,347 S.52.12.1
寒 川 町 49.1 45.9 761
藤 沢 市 15.9 11.6 297 処理開始済
茅 ヶ 崎 市 243.1 232.7 2,202
平 塚 市 0.6 0.6 11 ８市町
左 岸 計 1,305.8 1,270.8 13,910 97.3
愛 川 町 39.2 36.0 852
厚 ⽊ 市 223.8 200.5 3,341 処理開始
伊 勢 原 市 33.5 29.3 388 S.48.6.25
平 塚 市 251.5 250.3 3,573 処理開始済
⼤ 磯 町 31.3 27.7 488 ５市町
右 岸 計 579.2 543.8 8,642 93.9

1,885.0 1,814.7 22,551 96.3

左
岸
処
理
区

右
岸
処
理
区

合 計
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相模川流域下水道 全体計画 

（令和２年度策定） 

 

※１日 大汚水量については、千㎥未満の値を調整したため、左岸処理区の汚水量と右岸処理区の汚水量の合計値は「計」の欄と

一致しない 

 

相模川流域下水道 下水道法事業計画 

 
※1 平成 24年 4月 1日から認可から届出に変更となった 

 

 

 

 

左岸処理区 右岸処理区 計

分流式（⼀部合流式） 分流式（⼀部合流式）

18,524.20 ha 11,674.42 ha 30,198.62 ha

1,259.5 千⼈ 537.3 千⼈ 1,796.8 千⼈

476 千m3/⽇平均
567 千m3/⽇最⼤

267 千m3/⽇平均
339 千m3/⽇最⼤

743 千m3/⽇平均
905 千m3/⽇最⼤

（左岸→右岸28千m3/⽇最⼤）

○ 200 〜 4,000 mm
91.19 km

○ 700 〜 3,200 mm
36.69 km

（その他1.27km改築更新）

○ 200 〜 4,000 mm
127.88 km

（その他1.27km改築更新）

6 箇所 2 箇所 8 箇所

敷 地 ⾯ 積 19.6 ha 26.9 ha 46.5 ha

処 理 ⽅ 式 標準活性汚泥法 標準活性汚泥法＋急速ろ過法

処 理 能 ⼒ 539 千m3/⽇最⼤ 394千m3/⽇最⼤ 933千m3/⽇最⼤

系 列 数 9 系列 7 系列 16 系列

ポ ン プ 場

処
理
場

区 分

排 除 ⽅ 式

処 理 区 域

処 理 ⼈ ⼝

計 画 汚 ⽔ 量
( ※ １ )

幹 線 管 渠

左岸処理区 右岸処理区 計

15,137 ha 9,197 ha 24,334 ha

1,226.8 千⼈ 539.7 千⼈ 1,766.5 千⼈

466 千m3/⽇平均
554 千m3/⽇最⼤

272 千m3/⽇平均
344 千m3/⽇最⼤

738 千m3/⽇平均
898 千m3/⽇最⼤

○ 200 〜 4,000 mm
91.07 km

○ 700 〜 3,200 mm
36.69 km

（その他1.27km改築更新）

○ 200 〜 4,000 mm
127.76 km

（その他1.27km改築更新）

6 箇所 2 箇所 8 箇所

敷 地 ⾯ 積 19.56 ha 26.9 ha 46.46 ha

処 理 ⽅ 式 標準活性汚泥法 標準活性汚泥法

処 理 能 ⼒ 539 千m3/⽇最⼤ 394 千m3/⽇最⼤ 933 千m3/⽇最⼤

系 列 数 9 系列 7 系列 16 系列

事業期間 昭和44年５⽉20⽇から令和６年３⽉31⽇まで

事業費 4,574 億円

処 理 区 域

処 理 ⼈ ⼝

計 画 汚 ⽔ 量

幹 線 管 渠

ポ ン プ 場

処
理
場

区 分
届 出
年 ⽉ ⽇
( ※ １ )

当初︓昭和48年6⽉27⽇
直近︓令和２年10⽉20⽇
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相模川流域下水道 都市計画決定        相模川流域下水道 都市計画法事業認可 

 
 

 

 

 

相模川流域下水道の施設整備状況 

（令和４年度末現在） 

 当初︓昭和44年5⽉20⽇
 直近︓平成29年3⽉31⽇
 接続する12市町の関連公共下⽔道
 下⽔管渠12幹線
 ポンプ場8箇所
 左岸処理場
 右岸処理場

決 定 告 ⽰
年 ⽉ ⽇

そ の 他 の 施 設

排 ⽔ 区 域
下 ⽔ 管 渠

進捗率
管径m 延⻑・能⼒ ％

左 岸 幹 線 ○ 0.8〜4.0 35,860 m 35,740 m 100%
〃 （ 拡 ⼤ 分 ） ○ 0.2〜0.8 22,320 m 22,320 m 100% H2.2 拡⼤認可

座 間 海 ⽼ 名 幹 線 ○ 2.0〜2.6 11,520 m 11,520 m 100%
綾 瀬 寒 川 幹 線 ○ 1.1〜1.5 7,110 m 7,110 m 100%
藤 沢 寒 川 幹 線 ○ 0.6〜1.35 7,360 m 7,360 m 100%
茅 ヶ 崎 幹 線 ○ 1.65〜2.2 3,980 m 3,980 m 100%
⼾ 沢 幹 線 ○ 0.6 1,440 m 1,440 m 100%
放 流 幹 線 □ 2.0〜18.00 130 m 130 m 100%
寒 川 平 塚 幹 線 ○ 2.0 1,470 m 0 m 0%

計 91,190 m 89,600 m 98%
⾨ 沢 橋 ポ ン プ 場 41.7 m3/分 41.7 m3/分 100%
吉 野 ポ ン プ 場 1.3 m3/分 1.3 m3/分 100%
与 瀬 ポ ン プ 場 0.6 m3/分 0.6 m3/分 100%
千 ⽊ 良 ポ ン プ 場 2.4 m3/分 2.4 m3/分 100%
⼨ 沢 嵐 ポ ン プ 場 4.2 m3/分 4.0 m3/分 100%
太 井 ポ ン プ 場 12.2 m3/分 10.8 m3/分 100%

9系列
539 千m3/⽇

9 系列
539 千m3/⽇

100% S52.12 処理開始

右 岸 幹 線 ○ 0.7〜3.2 22,700 m 22,700 m 100%
平 塚 幹 線 ○ 1.65〜2.4 3,030 m 3,030 m 100%
伊 勢 原 厚 ⽊ 幹 線 ○ 1.0〜1.35 1,650 m 1,650 m 100%
第 ２ 伊 勢 原 厚 ⽊ 幹 線 ○ 1.35 (1,270 m) (1,270 m) 100% ( )改築更新
⼤ 磯 平 塚 幹 線 ○ 1.1〜1.65 9,310 m 9,310 m 100% H2.2 拡⼤認可

計 36,690 m 36,690 m 100%

⼾ ⽥ ポ ン プ 場 41.7 m3/分 41.7 m3/分 100% H17.7 供⽤開始

東 豊 ⽥ ポ ン プ 場 57.7 m3/分 60.0 m3/分 100%

7系列
394千m3/⽇

6 系列
323 千m3/⽇

86% S48.6 処理開始

整備済延⻑
能⼒等

備      考施設名
全体計画概要

左
岸
処
理
区

右
岸
処
理
区

柳 島 ⽔ 再 ⽣ セ ン タ ー
（ 左 岸 処 理 場 ）

四 之 宮 ⽔ 再 ⽣ セ ン タ ー
（ 右 岸 処 理 場 ）

管
渠

ポ
ン
プ
場

管
渠

ポ
ン
プ
場

 当初︓（右岸）昭和44年 5⽉20⽇
    （左岸）昭和46年 3⽉10⽇
 直近︓平成30年11⽉27⽇
 接続する12市町の関連公共下⽔道
 下⽔管渠12幹線
 ポンプ場8箇所
 左岸処理場
 右岸処理場
 昭和44年 5⽉20⽇から
 令和6年 3⽉31⽇まで
 4,574 億円

下 ⽔ 管 渠

そ の 他 の 施 設

事 業 施 ⾏ 期 間

事 業 費

認 可 告 ⽰
年 ⽉ ⽇

排 ⽔ 区 域
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の

推
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相模川流域下水道 柳島水再生センター（左岸処理場） 

令和４年 11 月撮影 

 
 

 

 

相模川流域下水道 四之宮水再生センター（右岸処理場） 

令和４年 11 月撮影 
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 酒匂川流域下水道事業 

酒匂川流域下水道は、昭和 48 年から酒匂川流域関連の３市４町の区域を対象に事業に着手し、

昭和 57年 12 月に酒匂水再生センター（左岸処理場）において、それぞれ一部の市町で処理を開

始しました。その後処理区域を拡大し、流域関連の３市６町で事業を実施し、平成９年７月から

扇町水再生センター（右岸処理場）で処理を開始しました。 

現在は、再度の区域拡大により３市７町で事業を実施しており、令和４年度には、３市６町の

下水約 119 千 m3／日を処理し、令和４年度末現在の流域関連公共下水道の下水道処理人口普及率

は 90.0％となっています。 

 

酒匂川流域関連公共下水道の普及状況 

（令和４年度末現在） 

 

注)各数値は、四捨五入し記載しているため、合計等と合わない場合がある 

全 体 計 画 区 域内 処 理 区 域 処 理 区 域 下 ⽔ 道
処理 都 市 名 ⾏ 政 ⼈ ⼝ ⼈ ⼝ ⾯ 積 処 理 ⼈ ⼝ 処 理 開 始
区名   普 及 率 年 ⽉ ⽇ 等

（Ａ）千⼈ （Ｂ）千⼈ ha （Ｂ/Ａ）％
秦 野 市 5.5 4.7 58
松 ⽥ 町 9.1 9.1 198 処理開始
⼤ 井 町 16.2 15.9 441 S.57.12.1
⼩ ⽥ 原 市 132.0 121.0 2,119 処理開始済
⼆ 宮 町 26.0 25.0 419 ６市町
中 井 町 6.8 6.7 252
左 岸 計 195.6 182.4 3,487 93.3
⼭ 北 町 8.1 8.0 318
開 成 町 19.3 13.5 257 処理開始
南 ⾜ 柄 市 34.4 30.6 631 H.9.7.1
⼩ ⽥ 原 市 39.0 35.0 444 処理開始済
箱 根 町 3.0 0.0 0 ４市町
右 岸 計 103.8 87.1 1,650 83.9

 合計  299.4 269.6 5,137 90.0

右
岸
処
理
区

左
岸
処
理
区
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酒匂川流域下水道 全体計画 

（令和２年度策定）

 
※１日平均汚水量については、千㎥未満の値を調整したため、左岸処理区の汚水量と右岸処理区の汚水量の合計値は「計」の欄と 

一致しない 

酒匂川流域下水道 下水道法事業計画 

 

※1 平成 24年 4月 1日から認可から届出に変更となった。 

※2 千人未満の値を調整したため、左岸処理区の人口と右岸処理区の人口の合計値は「計」の欄と一致しない。 

左岸処理区 右岸処理区 計

分流式 分流式

3816.18 ha 2370.06 ha 6186.24 ha

181 千⼈ 96 千⼈ 277 千⼈

113 千m3/⽇平均
141 千m3/⽇最⼤

66 千m3/⽇平均
83 千m3/⽇最⼤

178 千m3/⽇平均
224 千m3/⽇最⼤

○ 350〜2,000 mm
26.92 km

○ 250〜2,000 mm
28.63 km

○ 250〜2,000 mm
55.55 km

1 箇所 ― 1 箇所

敷 地 ⾯ 積 9.8 ha 7.0 ha 16.8 ha

処 理 ⽅ 式 標準活性汚泥法＋急速ろ過法 標準活性汚泥法＋急速ろ過法

処 理 能 ⼒ 144 千m3/⽇最⼤ 85 千m3/⽇最⼤ 229千m3/⽇最⼤

系 列 数 4 系列 3 系列 7 系列

計 画 汚 ⽔ 量
（ ※ 1 ）

幹 線 管 渠

処
理
場

区 分

排 除 ⽅ 式

処 理 区 域

処 理 ⼈ ⼝

ポ ン プ 場

左岸処理区 右岸処理区 計

当初︓昭和48年 9⽉ 3⽇ 当初︓昭和52年11⽉25⽇

3710.1 ha 2050.2 ha 5760.3 ha

184 千⼈ 95千⼈ 280 千⼈

114 千m3/⽇平均
142 千m3/⽇最⼤

63 千m3/⽇平均
76 千m3/⽇最⼤

177 千m3/⽇平均
218 千m3/⽇最⼤

○ 350〜2,000 mm
26.92 km

○ 250〜2,000 mm
28.63 km

○ 250〜2,000 mm
55.55 km

1 箇所 ―

敷 地 ⾯ 積 9.8 ha 7.0 ha 16.8 ha

処 理 ⽅ 式 標準活性汚泥法 標準活性汚泥法

処 理 能 ⼒ 144 千m3/⽇最⼤ 85 千m3/⽇最⼤ 229 千m3/⽇最⼤

系 列 数 4 系列 3 系列 7 系列

処
理
場

事 業 期 間 昭和48年 9⽉ 3⽇から令和6年 3⽉31⽇まで

事 業 費 1,518 億円

直近︓令和２年10⽉20⽇

幹 線 管 渠

ポ ン プ 場

区 分

届 出 年 ⽉ ⽇

（ ※ １ ）

処 理 区 域

処 理 ⼈ ⼝
（ ※ ２ ）

計 画 汚 ⽔ 量
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酒匂川流域下水道 都市計画決定       酒匂川流域下水道 都市計画法事業認可 

  

 

 

 

酒匂川流域下水道の施設整備状況 

（令和４年度末現在） 

管径m 延⻑・能⼒
左 岸 幹 線 ○ 0.35〜2.0 15,660 m 15,660 m 100％ H.8.4 拡⼤認可
中井⼆宮⼩⽥原幹線 ○  1.0〜1.5 9,910 m 9,910 m 100％ H.元.11 拡⼤認可
連 絡 ２ 号 幹 線 ○  1.0 1,350 m 1,350 m 100％ 

計 26,920 m 26,920 m 100％ 
ポ
ン
プ
場

川 匂 ポ ン プ 場 25.0 m3/分 23.3 m3/分 100％ 

4 系列
144 千m3/⽇

3 系列
108 千m3/⽇

75％  S.57.12 処理開始

右 岸 幹 線 ○ 0.5〜2.0 14,110 m 14,110 m 100％ H.8.4 拡⼤認可
狩 川 幹 線 ○ 0.8〜1.35 3,200 m 3,200 m 100％ 
連 絡 １ 号 幹 線 ○ 1.0 1,200 m 1,200 m 100％ 
右 岸 放 流 渠 □ 1.9×1.1 830 m 830 m 100％ 
箱 根 ⼩ ⽥ 原 幹 線 ○ 0.25〜1.35 9,290 m 0 m 0％ 

計 28,630 m 19,340 m 68％ 
3 系列

85 千m3/⽇
2 系列

56 千m3/⽇
67％ H.9.7 処理開始

進捗率
％

備      考施設名
全体計画概要

左
岸
処
理
区

右
岸
処
理
区

酒 匂 ⽔ 再 ⽣ セ ン タ ー
（ 左 岸 処 理 場 ）

扇 町 ⽔ 再 ⽣ セ ン タ ー
（ 右 岸 処 理 場 ）

管
渠

管
渠

整備済延⻑
能⼒等

 当初︓（左岸）昭和48年 9⽉19⽇
    （右岸）昭和53年 3⽉20⽇
 直近︓平成31年 3⽉29⽇
 接続する10市町の関連公共下⽔道
 下⽔管渠8幹線
 1箇所
 左岸処理場
 右岸処理場
 昭和48年 9⽉19⽇から
 令和6年 3⽉31⽇まで
 1,518 億円

処 理 施 設

事 業 施 ⾏ 期 間

事 業 費

認 可 告 ⽰
年 ⽉ ⽇

排 ⽔ 区 域
下 ⽔ 管 渠
ポ ン プ 施 設

 当初︓（左岸）昭和48年5⽉11⽇
    （右岸）昭和51年10⽉1⽇
 直近︓平成22年9⽉17⽇
 接続する10市町の関連公共下⽔道
 下⽔管渠8幹線
 ポンプ場1箇所
 左岸処理場
 右岸処理場

決 定 告 ⽰
年 ⽉ ⽇

排 ⽔ 区 域
下 ⽔ 管 渠

そ の 他 の 施 設



3
9
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酒匂川流域下水道 酒匂水再生センター（左岸処理場） 
令和４年 11 月撮影 

 
 

 

 

酒匂川流域下水道 扇町水再生センター（右岸処理場） 
令和４年 11 月撮影 
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下水道の維持管理 

下水道の整備が進展し、普及率が向上する一方、年々維持管理業務は増大し、下水道管の老朽

化等に起因した事故も発生しています。 

下水道の維持管理にあたっては、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす下水道管に起因す

る道路陥没や、汚水流出事故、下水の処理機能停止を未然に防止するため、ライフサイクルコス

トの 小化、予算の 適化の観点も踏まえ、予防保全型の管理を行うとともに、下水道施設全体

を一体的に捉えた計画的・効率的な維持管理及び改築を推進することが求められています。 

 県においては、相模川・酒匂川流域下水道及び流域関連公共下水道の維持管理を行うことを目

的に設立された、（公財）神奈川県下水道公社と共に維持管理業務を実施しています。 

また、県内においては、PPP/PFI（官民連携）手法により、民間企業がもつ経営・技術的ノウハ

ウを下水道の維持管理に取り込み、効率的な維持管理を実施しています。 

なお、下水道の維持管理業務には、管渠・ポンプ場や処理場の施設維持管理業務のほかに、排

水設備の設置指導や事業場排水の規制指導などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポンプ場の運転管理 下

⽔

道

の

維

持

管

理 

⽔洗化の普及啓発 

排⽔設備等の届出、検査 

除害施設の設置指導、監視 

下⽔道使⽤料の徴収 

処理場の運転管理 

災害時の対応、災害に備えた施設づくり 

放流⽔の⽔質管理 

管渠の清掃、点検、修理等 

施設⽼朽化に伴う改築への対応等 
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公共下水道の維持管理費 
令和４年度実績（単位：百万円） 

 
注）各数値は、四捨五入し記載しているため、計と合わない場合がある 

都市名 管渠費 ﾎﾟﾝﾌﾟ場費 処理場費 流域負担⾦ 計
横 浜 市 7,844 2,439 20,156 0 30,438
川 崎 市 1,596 1,703 7,779 0 11,078

相 模 原 市 636 292 0 3,418 4,346
指定都 市計 10,075 4,435 27,934 3,418 45,862
横 須 賀 市 642 935 2,916 0 4,493
平 塚 市 351 634 0 1,345 2,329
鎌 倉 市 398 169 1,644 0 2,211
藤 沢 市 1,043 1,165 3,143 53 5,403

⼩ ⽥ 原 市 285 30 0 1,772 2,088
茅 ヶ 崎 市 299 213 0 1,429 1,941
逗 ⼦ 市 54 77 582 0 714
三 浦 市 32 11 172 0 215
秦 野 市 172 64 841 28 1,105
厚 ⽊ 市 287 97 0 1,292 1,677
⼤ 和 市 90 0 2,063 0 2,153

伊 勢 原 市 90 106 691 201 1,088
海 ⽼ 名 市 207 0 0 833 1,040
座 間 市 102 0 0 565 667

南 ⾜ 柄 市 13 1 0 343 356
綾 瀬 市 65 0 504 154 723

⼀ 般 市 計 4,129 3,502 12,556 8,014 28,201
葉 ⼭ 町 21 36 245 0 302
寒 川 町 157 0 0 235 392
⼤ 磯 町 51 0 0 58 109
⼆ 宮 町 33 0 0 121 154
中 井 町 2 0 0 80 82
⼤ 井 町 16 0 0 145 161
松 ⽥ 町 3 0 0 63 66
⼭ 北 町 6 0 0 102 108
開 成 町 11 0 0 158 169
箱 根 町 6 73 280 0 359
真 鶴 町 0 21 0 0 21

湯 河 原 町 35 0 263 0 298
愛 川 町 32 9 0 141 181
清 川 村 25 13 61 0 99
町 村 計 398 151 849 1,103 2,500

⼀般都 市計 4,527 3,653 13,405 9,117 30,701
合 計 14,602 8,087 41,339 12,534 76,563
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下水道のポテンシャル 

下水道が有する資源・エネルギー等の利用 

 下水道は、水、汚泥、熱等の多くの利用可能な資源・エネルギーを有しており、それらを再利

用することによって、省エネ・リサイクル社会の実現に向けて大きな役割を担っています。 

 下水処理水は、水洗用水として上水道の一部を代替することができる他、都市化により枯渇し

た河川を復活させ、せせらぎを取り戻すことができます。また、下水処理水や下水を熱源として

地域冷暖房へ活用する等、有望な未利用エネルギーとしての利用が期待できます。 

 一方、下水汚泥も再生可能エネルギーとして利用することができ、その有効利用が期待できま

す。具体的には、下水汚泥のコンポスト化・リン回収による緑農地への還元、下水汚泥の建設資

材としての利用等をはじめ、下水汚泥の消化過程で生じる消化ガスや水素ガス、固形燃料、汚泥

焼却廃熱等のエネルギー利用があります。 

本県でも、今後、下水道資源・エネルギー及び施設の有効利用を積極的に推進し、多様な施策

展開によるイメージアップやＰＲ活動に取り組んでいきます。 

 

下水道が有する資源・エネルギー等と主な利用用途 

 
 

（国土交通省 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン－平成 29年度版－より抜粋・加工）

⼯程 下⽔道が有する エネルギー化
エネルギー 技術区分（製品） 利⽤⽤途

（固形燃料）

（改質ガス）

（焼却灰）

（焼却廃熱）

（りん）

（肥料）

（バイオガス）

（⽔素）

下⽔ ⽔処理
環境⽤⽔

トイレの洗浄⽔・雑⽤

空調熱源・給湯・融雪

⽯炭代替燃料

ガス発電燃料

建設資材利⽤

セメント原料

空調熱源・給湯・融雪

消化槽加温

焼却廃熱発電

緑農地利⽤

緑農地利⽤

ガス発電燃料

CNG⾃動⾞燃料

都市ガス

FCV燃料

燃料電池発電

消化槽加温・補助燃料

固形燃料化

熱分解ガス化

焼却等

リン回収

コンポスト等

バイオガス利⽤技術

⽔素製造

再⽣⽔

下⽔熱

汚泥

消化

汚泥処理

バイオガス

消
化
促
進
技
術

複
合
バ
イ
オ
マ
ス
受
⼊

処理場・ポンプ場の上部利⽤

（公園・太陽光発電）
空間下⽔道施設
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下水処理水の有効活用【健全な水循環・良好な水環境の創造】 

 急速な都市域の拡大等により、平常時の河川流量の減少や水質汚濁、地下水位が低下するなど

水循環系は急激に変化してきており、健全な水循環、良好な水循環を保全・創出し、人間の諸活

動と水循環系の調和を図っていくことが重要となっています。そのような中、下水道では、下水

処理水を再生水として再利用するために、利用者への正しい情報の発信や、利用者意見の反映

等、再生水の適切な利用促進に向けた環境整備に取り組んでいます。 

  

汚泥の有効活用 

下水道事業の進展に伴い、下水処理場からは多量の下水汚泥が発生しており減量化及び資源の

有効活用を一層推進することが大きな課題となっています。     

 本県では下水汚泥を資源として多角的に活用する方策、また各処理場から発生する汚泥を広域

的に処理していく方策について検討、調査を行っています。 

 

 

          

                            

  

脱 ⽔

脱水汚泥 

汚泥引抜 

焼 却 

資源活⽤ 
焼却灰 
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下水道施設の有効利用 

下水道施設の有効利用として、処理場等の上部に公園や福利施設等を建設しています。 

 

【上部利用（広場）】 

 

 相模川流域下水道では、柳島水再生センターの上部を「柳島しおさい公園」として、また、四

之宮水再生センターの上部を「四之宮ふれあい広場」として有効活用しています。多目的広場や

テニスコート等の施設があり、毎年多くの方に利用されています。 

 

  
  

 

 

 酒匂川流域下水道では、酒匂水再生センターの上部を「酒匂きらり広場」として、また、扇町

水再生センターの上部を「扇町しらさぎ広場」として有効活用しています。遊具広場や噴水池等

の施設があり、毎年多くの方に利用されています。 

 

  

四之宮ふれあい広場 柳島しおさい公園 

扇町しらさぎ広場 酒匂きらり広場 
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【上部利用（太陽光発電）】 

 

本県では、環境負荷の軽減を図るため、四之宮水再生センターに、出力 20ｋＷの太陽光発電施設

を平成 10年度に設置しました。また、平成 25年度までに第 1～第 4系列の 終沈殿池の上部に出

力 400ｋＷの太陽光発電設備を設置し太陽光から作られる電力を下水処理の運転の一部として利用

しています。 

 

 
太陽光発電設備 

 

 

 

 
管理棟に設置したデジタル表示 
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下水道事業の経営状況 

市町村毎の経営状況 

負担の原則 

 下水道の維持管理費の負担は基本的には、汚水処理に要する経費を下水道使用者が水量・水質

に応じて下水道使用料という形で負担し、雨水処理に要する経費を、公費で負担するという「汚

水私費、雨水公費負担の原則」があります。 

 

下水道使用料 

 汚水私費負担の原則を踏まえ、公共下水道管理者が下水道法第 20 条に基づき条例を制定し、下

水道使用料を下水道の使用者から徴収します。 

 

経費回収率 

経費回収率は、使用料で回収すべき汚水処理に係る経費を、どの程度使用料で賄えているかを

表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能です。 

経費回収率が 100％以上であることは使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を

示しています。回収率が 100％を下回っている場合は、汚水処理に係る経費が使用料以外の収入に

より賄われていること示しているため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要で

す。 

 

汚水処理原価 

 有収水量 1 ㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含

めた汚水処理に係るコストを表した指標です。供用開始後間もない事業は接続率が低く、有収水

量が過少となり、高い数値となる場合が多いです。また地理的要因によって、構造上汚水処理費

が高くなることが想定される場合は、適切な処理方法を検討する等の経営改善が必要です。 

 

経営戦略 

 経営戦略は、下水道事業が将来にわたって安定的に継続していくための中長期的な経営の基本

計画です。その中心となる「投資・財政計画」は、施設や設備への投資に係る試算と、国からの

補助金や下水道使用料収入などの財源見通しの試算を主要な要素として、上記投資以外に修繕

費、動力費や人件費などの経費も含めた上で、収入と支出のバランスを図った収支計画です。 

策定後は計画と実績との乖離の検証や、その結果を踏まえた計画の見直しを行うことにより、

経営基盤強化と財政マネジメント向上に資する重要なツールに位置づけられます。 

県内では、全ての市町村において経営戦略が策定されています。 
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市町村の経営状況 

 
（令和３年度決算 経営比較分析表より抜粋・加工） 

※１経費回収率＝使用料収入(円)/汚水処理費(円) 

※２汚水処理原価＝汚水処理費(円)/有収水量(m3) 

※３使用料平均＝使用料収入(円)/有収水量(m3)×20(m3) 

 

   

⾃治体名
使⽤料収⼊
A（千円）

汚⽔処理費
B（千円）

年間有収⽔量
C（m3）

経費回収率
A/B（％）

汚⽔処理原価
B/C（円/m3）

使⽤料平均
A/C×20

（円/20m3）
処理開始年度

横浜市 53,804,080 50,531,036 383,062,480 106.5 131.9 2,809 (単)S.37. 4. 1
川崎市 21,884,054 19,514,464 154,145,331 112.1 126.6 2,839 (単)S.36. 9.25
相模原市 8,632,936 7,905,801 74,455,478 109.2 106.2 2,319 (相)S.54. 7. 1
横須賀市 6,706,352 5,895,913 41,271,174 113.7 142.9 3,250 (単)S.41. 6. 1
平塚市 3,258,760 2,805,911 28,335,053 116.1 99.0 2,300 (相)S.48. 6.25
鎌倉市 2,385,710 3,142,924 18,358,393 75.9 171.2 2,599 (単)S.47. 3.15

藤沢市 5,774,816 5,709,475 45,110,342 101.1 126.6 2,560
(単)S.39. 8. 5
(相)H. 2. 4. 1

⼩⽥原市 3,334,564 3,904,915 19,962,287 85.4 195.6 3,341
(単)S.41. 9. 1
(酒)S.57.12. 1

茅ヶ崎市 2,709,405 2,177,375 24,242,762 124.4 89.8 2,235
(単)S.51.10. 1
(相)S.52.12. 1

逗⼦市 650,073 928,064 6,431,726 70.0 144.3 2,021 (単)S.47. 4. 1
三浦市 243,335 288,617 1,402,163 84.3 205.8 3,471 (単)H.10. 8.15

秦野市 2,084,759 2,258,334 14,783,822 92.3 152.8 2,820
(単)S.56. 2. 4
(酒)H.11. 5. 1

厚⽊市 2,897,993 2,630,866 26,023,137 110.2 101.1 2,227 (相)S.48. 6.25
⼤和市 3,113,293 3,564,076 24,559,665 87.4 145.1 2,535 (単)S.44. 4. 1

伊勢原市 1,239,387 1,317,157 8,777,254 94.1 150.1 2,824
(相)S.48. 6.25
(単)S.62. 3. 5

海⽼名市 1,721,175 1,489,846 16,435,909 115.5 90.6 2,094 (相)S.53. 5. 1
座間市 1,759,343 1,489,403 12,777,896 118.1 116.6 2,754 (相)S.53. 4. 1
南⾜柄市 618,087 727,606 4,850,708 84.9 150.0 2,548 (酒)H. 1. 4. 1

綾瀬市 1,189,845 1,223,804 9,035,931 97.2 135.4 2,634
(単)S.62. 8. 1
(相)S.62.10. 1

葉⼭町 261,234 257,717 1,946,854 101.4 132.4 2,684 (単)H.11. 3.29
寒川町 569,139 742,070 4,945,473 76.7 150.1 2,302 (相)S.59. 4.12
⼤磯町 296,016 309,189 2,057,384 95.7 150.3 2,878 (相)H. 4. 6. 1
⼆宮町 299,497 299,497 1,987,183 100.0 150.7 3,014 (酒)H.11. 4. 1
中井町 103,173 181,509 1,045,289 56.8 173.6 1,974 (酒)H.11. 4. 1
⼤井町 190,771 271,781 1,805,276 70.2 150.5 2,113 (酒)S.61. 4. 1
松⽥町 117,379 127,281 957,707 92.2 132.9 2,451 (酒)H. 1. 7. 1
⼭北町 165,305 233,878 1,559,168 70.7 150.0 2,120 (酒)H. 2. 9. 1
開成町 232,764 310,708 2,139,720 74.9 145.2 2,176 (酒)H. 1. 4. 1
箱根町 579,944 620,412 2,961,195 93.5 209.5 3,917 (単)S.60.10. 1
真鶴町 14,201 13,343 75,585 106.4 176.5 3,758 (単)H.19. 3.28
湯河原町 404,743 460,196 2,803,500 88.0 164.2 2,887 (単)S.60. 4. 1
愛川町 499,363 605,559 4,037,056 82.5 150.0 2,474 (相)S.60. 4.17
清川村 40,926 202,282 364,975 20.2 554.2 2,243 (単)H. 9. 9. 1
全国平均 ----- ----- ----- 99.7 134.9 2,689 公共下⽔道
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経費回収率と使用料平均の関係 

 
 

〇本県の特徴 

・使用料平均が地方財政措置の前提とされている 3000(円/20m3)に満たず、かつ経費回収率

100.0(%)を下回る第三象限に属する自治体は 17自治体(約 52%）であり、単独公共下水道事業を

実施している自治体や酒匂川流域関連公共下水道事業を実施している自治体が多く属してい

る。 

・3000(円/20m3)未満かつ経費回収率 100.0(%)以上の第二象限には、横浜市、川崎市、藤沢市、葉

山町のほか相模川流域関連公共下水道事業を実施している自治体が多く属している。 

・3000(円/20m3)以上かつ経費回収率 100.0(%)以上の第一象限には、横須賀市、真鶴町、二宮町が

属している。 

・3000(円/20m3)以上かつ経費回収率 100.0(%)未満の第四象限には、小田原市、三浦市、箱根町が

属している。 

横浜市, 2,809, 106.5

川崎市, 2,839, 112.1

横須賀市, 3,250, 113.7

鎌倉市, 2,599, 75.9

藤沢市, 2,560, 101.1

逗子市, 2,021, 70.0

三浦市, 3,471, 84.3

秦野市, 2,820, 92.3

大和市, 2,535, 87.4

伊勢原市, 2,824, 94.1

綾瀬市, 2,634, 97.2

葉山町, 2,684, 101.4

箱根町, 3,917, 93.5

真鶴町, 3,758, 106.4

湯河原町, 2,887, 88.0

相模原市, 2,319, 109.2

平塚市, 2,300, 116.1

茅ヶ崎市, 2,235, 124.4

厚木市, 2,227, 110.2

海老名市, 2,094, 115.5

座間市, 2,754, 118.1

寒川町, 2,302, 76.7
大磯町, 2,878, 95.7愛川町 , 2,474 , 82.5 

清川村, 2,243, 20.2

小田原市, 3,341, 85.4

南足柄市, 2,548, 84.9

二宮町, 3,014, 100.0

中井町, 1,974, 56.8

大井町, 2,113, 70.2

松田町, 2,451, 92.2

山北町, 2,120, 70.7

開成町, 2,176, 74.9
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経
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収
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（
％

）

使用料平均（円/20㎥）

第一象限

3自治体

（9%）

第二象限

10自治体

（30%）

第三象限

17自治体

（52%）

第四象限

3自治体

（9%）

下線が引いてある自治体は、流域関連公共下水道も実施している。

単独公共下水道

相模川流域関連公共下水道

特定環境保全公共下水道

酒匂川流域関連公共下水道

＜使用料平均と経費回収率の関係＞ 

・処理区域内人口密度が高い区域では第二象限に属する事業の割合が大きく、第四象限に

属する割合は小さくなる。 

・第三象限に属する事業はいずれの人口密度においても一定割合で存在する。 

・供用開始後年数が長いほど第二象限に属する事業の割合が大きく、第四象限に属する事

業の割合は小さくなる。 

・第三象限に属する事業はいずれの供用開始後年数においても一定割合で存在する。 




